
エルデニ ・ゾーの漢文残碑 「大司農保贅朔方記」について

谷 口 綾

は じめに

1996年 度から1998年 度にかけて行なわれた科学研究費補助金 ・国際学術研究 「突豚i・ウイ

グル ・モ ンゴル帝国時代の碑文及び遺蹟に関す る歴史学 ・文献学的調査」(代 表:森 安孝夫 ・

大阪大学。以下、ビチェース ・プロジェク トと略称)に より、モ ンゴル国オボル=ハ ンガイニア

イマクのハルホリン=ソ ムに位置す るチベ ッ ト仏教寺院エルデニ ・ゾー内には、モンゴル ・元

朝時代の碑文が多数現存 していたことが確認 された。

この碑文 もその うちの一つで、1892年 にラ ドロフの 『モンゴル古代遺蹟地図』(W.W.Radloff,

オ11α∫4εM1∫θ肋 伽2ε74θ7ル勧g1θ昆玖1892-1899以 下、Atlasと 略称)に おいて拓影が公刊 され、

1897年 には李文 田の 『和林金石録』(以 下、『和録』 と略称)に 収録 され 、後 に羅振玉による

校勘が付 されている1。なお、本碑の碑題はAtlas収 録時にはすでに欠損 してお り、「大司農保萱

朔方記」の碑題は、李文田が 『和録』に移録する際にその内容か ら付けたものである。(本 稿

も 『和鋼 に したがい、本碑を 「大司農保贅朔方記」 と呼ぶ。)

1998年8.月25日 に行なわれたエルデニ ・ゾー碑文の再調査2で は、寺院内に遺存する碑石8

点か ら計11件 の碑文が確認 され、それぞれ拓本が採取 された。この調査により、本碑は同寺院

内のゴルバ ン ・ゾー南階段北石柱の建築石材 として再利用されていたことが判明し、原碑の所

在が明らかとされた。

ゴルバ ン ・ゾーの建材 とされた碑石の大部分は、すでにラ ドロフによって採拓 され、李文田

によって移録 されているが、 「大司農保螢朔方記」碑陰に関 しては、今 日まで言及 されないま

まであった。1998年 の調査では、Atlasお よび 『和録』未収録の碑文断片に関す る実見調査も

行なわれてお り、新発現となる碑文4件 の所在が確認 されている。本碑碑陰もその成果の一っ

であり、本稿に掲載 した碑陰の拓本は、この ときは じめて採取 されたものである。

エルデニ ・ゾーお よびその周辺に現存 した碑文の多 くは、これまでに拓本の採取と釈読がな

され、文献学的研究の基礎資料 として公開 されている。本碑に関 しては、2002年8月 に、ビチ

ェース ・プロジェク ト研究班のメンバーであった中村淳氏(駒 沢大学)に よ り、実見調査およ

び碑文テキス トの関係者への報告がなされていたが、その内容は未公表のまま現在にいたって

いる。本稿 は、中村氏の調査報告に基づいて本碑の概要を紹介 し、新たに検討 を加えるもので

ある3。

lAtlas
,pl.xLII-3、 『和録 』27a-28a、 いず れ も碑 陽 のみ を収録 、カ ラ コル ム 出 土モ ンゴル ・元朝 時代 の石 刻 史料

に 関す る調 査 お よび研 究 史 につ い ては 、 「カ ラコル ム関係 碑 文所 在 状 況 」(松 川1999、PP.232-233)が 詳 し く、

Atlasと 『和録 』の対応 関係 等 につ いて は 、 「カ ラ コル ム 関係 碑 文官 職 名 ・人 名 総 合 索引 」(松井1999、PP.234-244)

の …覧 表 を参 照。 な お、ビチ ェー ス ・プ ロ ジェ ク トを は じめ とす る一連 の調 査 に よ って得 られ た諸成 果 の うち 、

エ ルデ ニ ・ゾー 内で 再確 認 され た碑 文 を本稿 で はエ ル デ ニ ・ゾー 碑 文 と表 記 して い る。

2調 査 の詳 細 につ い ては
、1998年 度 行動 記録 の8月24・25日(森 安 孝 夫 ・オ チル1999、PP.84-86)を 参照 。

3本 稿 を提 出す る にあ た り、龍 谷 大学 で 開催 され て い る 「石 刻 史料 を読 む会 」 や 日本 学 術振 興 会科 学研 究 費補

助 金基 盤研 究Br中 国社会 へ のモ ン ゴル帝 国 に よる重 層 的 支配 の 研 究 元 朝 史料 学 の新 展 開 を め ざ して 」(代
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1.1998年 の調査 と碑石の概要

調査場 所=モ ンゴル 国オボル=ハ ンガイ=ア イマ ク=ハ ラホ リン=ソ ムのエルデ ニ ・ゾー内 ゴル

バ ン ・ゾー

GPS=東 経102度50分28秒 、北緯47度12分06秒

調査 日時=1998年8.月25日

調査者=宇 野伸浩、 中村淳 、松川 節、松 田孝一 、村 岡倫(1998年 ビチ ェー ス ・プ ロジ ェク ト・

モ ンゴル帝 国史研 究班)

調査 方法 ・作業 内容=碑 石 を欄干 よ り取 り外 して洗浄 した後 に、調査者 全員 で拓本2セ ッ トを

採 取。採 拓後 は現状 に復 した。碑 石 の取 り外 しお よび復 元作 業は、エル デ ニ ・ゾー の復元担 当

者 に よる。写真撮影 は中村淳 、 ビデオ撮影 は松川節 、ポ ラロイ ドカメ ラによ る撮影 は宇野伸浩

が担 当 した。

碑 石の現況4=碑 石 の大 きさは、横幅 が最上部 で36.Ocm、 最 下部 で30.7cm、 長 さが70.Ocm、 厚

さが最 上部 で21.Ocm、 最下部で20.8cm。 オモテ面5に は題 額(笈 書)の 左部 分が残 り、碑石 の

左右 両端 には、文宇 は読 み取れ ない ものの残画 がみ える。 よって、本碑 は原碑碑 石 の上部、 中

心 よ りやや左 側の部分 に あた る と推測 され る。碑頭 の形式や 亀跣 の有無 は不明。題 額 の文字 の

左 側 には文様 が確認 で きないた め、蠣 首形式で はない と思 われ る。題額 の笈書2文 字 は、はっ

き りと読 み取 るこ とがで き、そ の右 隣に は、1文 宇の残画 がみ られ る。現 存す る本文 の行数 に

ついて は 『和録」 が記 す とお り9行 だが 、そ の両端 には1行 分ず つ文字 の残 画が確認 で きる6。

表:村 岡倫 ・龍谷大学)の 研究会の場で、世話役の森田憲司氏(奈 良大学)を はじめとする方々から、多くの

ご教示を頂戴 した。また、本稿の掲載を快諾していただいた中村淳氏および松田孝一氏(大 阪国際大学)に も

あわせて調億 を表したい。

4エ ルデニ ・ゾー碑文の調査は、ビチェース ・プロジェクト終了後も、モンゴル国の研究機関の協力を得て実

施されている。その継続事業となる、平成17年 度～19年 度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(B)

「内陸アジア諸言語資料の解読によるモンゴルの都市発展と交通に関する総合研究」(代 表:松 田孝一 ・大阪

国際大学)で は、2008年8月12日 、エルデニ ・ゾー 孝院内にて、同科研のメンバーによる原碑の所在確認が行

なわれた。報告者はこの調査に同行する機会を得、碑石を直接確認することができた。本碑を含め、同寺院の

建築石材とされていた碑石のうち10点 が取り外され、ゴルバン・ゾー南側の建物の庭先で保管されていた。2008

年調査当時、本碑は碑陽を ヒにして置かれ、表面全体に乾燥 した砂が うっすらと付着 していた。保管場所には

屋根がなく、強い陽射 しが照り付けていたこともあり、肉眼では文字を判読しづらい状況であった。碑陰は接

地 していたために表面が黒く湿 り、はっきりと文字を確認することができた。碑石のサイズは1998年 調査の報

告どおりで、碑石の形や状態についても特に変わった点はみられなかった。

現在、本碑は、カラコルム都市遺跡群の展示公開 ・保存修復等を目的に竣二1二されたハラホリン博物館の収蔵

庫に移 され、一連の調査で確認されたその他の碑石とともに保管されている。(現 在の碑石の所在情報にっい

ては、松田孝一氏にご教示いただいた。)

5地 面に置かれた碑石の表裏を区別する場合は
、碑石の表面を 「オモテ面 、その反対側にあたる接地面を 「ウ

ラ面」とし、 「表面(ひ ょうめん)」 との誤解を避けるためにカタカナを用いて表記 している。また、碑文の

内容から碑石の表裏を区別する場合は、表面を 「碑陽」、裏面を 「碑陰」と表記している。

6以 上については、中村氏の報告を参照しっつ、報告者が…部加筆修正した。体裁は森安孝夫 ・オチル1999に

基づく。
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2.「 大司農保楚朔方記」の検討

碑文 内容 の検討 に際 しては、以 下の凡例 に基づ くこ ととす る。

(1)移 録 にあた り、Atlas収 録 の拓影、『和録 』、1998年 の調査で採拓 され た拓本(以 下、そ

れぞれAtlas拓 影 、『和録』、98年 拓本 と略称)を 使 用 した。

(2)行 数 につ いては、本碑 が断片 であ るた め、現存の行数 を示 した。

(3)異 体字(古 字 、俗字 な ど)は 、通用 の字体 に直 して移録 し、釈文 では網掛 けを施 して明

示 した。

(4)釈 文 、句読 、訓読 、語 註 、現代 日本語訳 に際 しては、以下の よ うに表記 した。

1.碑 石 の破 断 ・磨滅 に よ り判読 できない文字 は □ を用いた。

2.碑 石 の破 断 に よ り後 続 の文字 を確 認 で きな い部 分 には/を 附 し、句 読、訓読 、現代

日本語訳 では...で 表記 した。

3.推 補可能の文字は 口 で囲んで表記 し、訓読、現代 日本語訳では[]で 補った。

現存 しないが推測できる文字についても同様に表記 した。

4.語 註および現代 日本語訳の際に文意を補 う場合は 〔 〕 を用いた。

5.『 和録』録文 との文字の異同など、中村氏の報告に依拠 した部分については、【中村

報告2002】 と表記 した。

(5)人 名や官職名など、他のカラコルム出土モンゴル ・元朝時代の石刻史料 との対応関係に

ついては、松井1999を 参照 した。
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2-2.句 読

【碑 陽】

Ol口 口口 口口口口 口口口口口 口口...

02制 、統駅 邊将＼ 折 衝禦侮 之風。 威外 安因...

03以 康。 丙戌秋 、光禄大 夫 ・大 司農別 口...

04為 平章政事 、躬 行倫約 、保 螢朔 方、 口...

05聖 誕 元正、有 司飲絡練為

06九 重之飾。風雪攣色、吏卒重科、民圖 口.
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公廼誠有 司、給板 以易之。節用愛 人、..

推化若此者 、皇 自公 始。惜乎 、立省 以..

名未 著。遍孜前脩 、混不可得。伯述恐..

而無傳。謹叙 同協名 氏、刻 之於石。 鳴..

｠｠｠

2-3.訓 読

【碑 陽 】

01口 口口口口口口口口 口口口口[コ_

02制 、邊将 を統駅 し、折衝禦侮 の風 あ り。外 を威 し因 を安 ん じ..

03以 て康んず。 丙戌秋 、光禄 大夫 ・大 司農 別 口...

04平 章政事 と為 り、躬 ら倹約 を行 ない 、朔方 を保 贅 し、口...

05聖 誕 元正 には、有 司は絡練 を歓 めて
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九重 の飾 と為 す。風雪色 を攣ずれ ば、吏卒は科 を重 ね、民 は[甚 だ]口...

公 は廼 ち有 司を誠 め、板 に絡 して以 て之れ に易 う。用 を節 し人を愛 し、...

化 を推す こと此 くの若 き者 は、建に公 自 り始む。惜 しいか な、省 を立 て以 て...

名 は未 だ著 らか な らず。遍 く前脩 を放 え、混 び る こと得 べ か らざら しむ。伯述 恐 るらく

は、...

而 して傳 うる無 き ことを。謹 しんで同協の名氏 を叙べ、 之れ を石 に刻む。 鳴...

QoaQoQoQQQQQQQ...

2-4.語 註

【碑陽 ・題額】

Ol□ 團=『 和録』27aに は 「額存石記二字笈書」とあ り、題額の現存する文字を 「石記」の2

文 字 とす るが、98年 拓本 か ら1行 目1列 目に も1字 ある こ とが確 認で き る。そ の残画 よ り

「題 」 と判 読 した(【 中村報告2002】)。

04-05名 記=『 和録』 は 「石 記」 と判読す るが、 「石」 は 「名 」 の誤読(【 中村報 告2002】)。

【碑陽 ・本文】

Olこ の行は 『和録』に採録 されていない。裁断部分にあたるため判読できないが、98年 拓本

で文字の形跡を確認することができるため 「□」を置いた。

02制:「 制 」宇 は1字 擾頭 され る。 このほか、す でに 【中村報 告2002】 が指摘 す る よ うに、

5行 目 「聖誕 」が1字 擁頭 され 、「元 正」の前 には1字 空格 が あ る。また 、6行 目 「九重 之飾」

は改行平 出 されて い る(98年 拓本 参照)。 なお、訓読 、現代 日本 語訳では 、本 碑2行 目の 「統

駅 邊将」か ら3行 目の 「以康 」までを、辺境(嶺 北)経 営 を表 わす地の文 と して解釈 したが、

「制」字が擾頭 され るこ とか ら、以 下に続 くこの箇所 は制詔 の一部であ った 可能 性 もある。

、
)
(



折衝禦侮=『 詩経』・大雅 ・文王之什 ・縣に 「虞茜質豚成、文王願 生。予日有疏附、予日

有先後、予 日有奔奏、予日有禦侮」とあ り、禦侮について毛伝 は 「武臣折衝 日禦侮」とし、

孔穎達の疏は 「禦侮者、有武力之臣、能折止敵人之衝突者、是能拝禦侵侮、故日禦侮也」 と

する。本碑1行 目が裁断 されているために、前後の文脈 を把握 しづ らいが、「折衝禦侮之風」

は、辺境(嶺 北)の 将帥を束ね、武勇によって敵の攻撃や侮 りを防ぐ武臣の風格を表現 して

いるものと思われる。

「丙:『 和録』 は 「安 」字 の次の文字を 「内」 と読むが 、Atlas拓 影 、98年 拓 本では判読 し難i

い。 よって、輔 では 「圃 」 とした。

03丙 戌秋:元 代 で丙戌年 にあた る年次に は、至元23年(1286)と 至正6年(1346)が あ る。

『和録 』は、本碑3行 目 「別 □」、同9行 目 「伯 述」両名 の比定 に基 づ き、丙戌年 を至正6

年 と繁年す る(『 和録』27b)。 エルデ ニ ・ゾー碑 文の作 成時期7と 本碑 「別 □」 の活躍 時期

を考慮 し、本稿 で も 『和録 』 の校勘 どお り丙戌年 を至正6年 と判 断す る。 なお、 「別 □」、

「伯述」 の両名 につい ては、次註 お よび語註09を 参照 の こ と。

別口:「 別」字の下の文字は、Atlas拓 影では確認できず、『和録』 も採録 していない。98

年拓本か ら文字の形跡 を確認 できるため、「□」を置いた。

『和録』は 「別□」を 『元史』巻140に 立伝 される別見怯不花(?-1350)と とらえ、本碑

3行 目の 「平章政事」を 「嶺北行省平章政事」 として、本碑 にみえる彼の役職 と 『元史』宰

相表 との異同を指摘 した(『 和録」27b)。 『元史』巻140・ 別見怯不花伝 は、当時の別見怯不

花の動向を以下のように伝えてお り、

〔至正〕四年、拝中書左丞相。朝廷議選奉使宣撫、使問民疾苦、察吏貧廉、且選習北藩

風土及知典故者、偉別見怯不花周行沙漠、洗冤除弊、不可勝計。又奏獲使諭諸王、賜以

金衣重寳、使各撫其民、母喩法制、於是内外震粛。(中 略)七 年、進右丞相。

至正4年(1344)、 中書左丞相 に就いた彼 は、北方の風土に通 じ、典礼故実にも熟知 した人

物 として選出され、沙漠(嶺 北)を 巡って弊害を取 り除いた とされ る8。

7た とえば
、エ ルデ ニ ・ゾー 碑文 の うち、 立石 年代 が 判 明 してい る もの に は、 泰 定4年(1327)立 石 「和寧 郡

忠慰 公 廟碑 」(Atlas,pl.XLIII-3,4、 『和 録』18b-21b、 松 井2007)、 至 正 元年(1341)立 石 「和林 兵馬 劉 公 去思

碑 」(Atlas,pl.XLVI-1,2、 『和録 』14b-17b)、 至 正8年(1348)立 石 「嶺 北省 右 丞 郎 中総 管 収根 記 」(Atlas,pl.XLV-1,2、

『和録 』28a.29b、 松 川 節 ・松 井太1999)が あ り、碑 文 の内容 か ら年 次 を判 断で き る もの を加 えて も、碑 石 の作

成 時期 は 泰定4年 か ら至正8年 にわ た る約20年 間 、14世 紀 半ば に集 中 して い る。

8別 見 怯 不花 の 動 向に 関 して 、 『元 史』別 見 怯不 花伝 と本 紀 との あい だ には 、年 次 の記 載 に齪齪 が み られ る。

た とえ ば、 『元 史』 別見 怯 不 花伝 が 中書左 丞 相 に就 い た年 を至正4年(1344)と す る一方 、順 帝本 紀 の至 正3

年12月 丁 未 の 条 には 「別 見 怯不 花 を以て 、 中書左 丞 相 と為す 」 とあ り、 同3年(1343)を 中書 左 丞相 に就 いた

年 次 とす る。 『元 史』 宰相 表 は 、至 正3年12月 か ら同6年(1346)ま で を在職 期 間 と して お り、本紀 にみ え る

就 任 時期 と一致 す る。 この ほか 、嶺 北地 域へ の 巡察 につ い て も、 両者 の記載 には1年 のず れ が生 じてい る。 こ

れ らの 問題 に 関 しては 、屠 寄が 『蒙兀 見 史 記』 の なか で 、別 児 怯 不花 は至正3年 に 中書 左 丞相 とな り、 同5年

7



元代では、勅命を受けた高官(奉 使)に よって諸道の査察が行なわれ、地方の綱紀粛正が

図 られた(『 元史』巻92・ 百官8・ 奉使宣撫の条)。大徳3年(1299)に は じめて奉使が派遣

されて以降、元一代を通 して この種の査察は計6回 実施 され ている。なかでも、至正5年

(1345)10.月 に実施 された奉使宣撫は、派遣領域や奉使の員数が拡張され、最大規模の査察

となった。(『元史』巻41・ 順帝本紀4・ 至正5年10月 辛酉の条)。別見怯不花伝に 「朝廷 議

して、奉使を選びて宣撫 し、民の疾苦を問い、吏の食廉を察せ しむ」とあるのは、まさに至

正5年 の奉使宣撫 を指 してお り、おそ らく 『和録』は一連の査察 と本碑の内容を結びつけて

別見怯不花に比定 したものと思われる9。

しか し、当時中書左丞相 の別見怯不花が、丙戌年(至 正6年 ・1346)の 時点で嶺北行省平

章政事であった とは考えにくくlo、彼が嶺北行省の要職に就いたことを示す史料 も管見のか

ぎり見出せ ない。また、本碑が別見怯不花の事績を記念 したものであるな ら、中書左丞相た

る身分や、奉使宣撫に関連 して嶺北地域の査察にいたる経緯を特筆するほ うがより自然であ

るように思われ る。以上のことから、「別 □」が別見怯不花である可能性は低 く、『和録』の

比定は存疑 とせ ざるをえない(【 中村報告2002】 も同見解)。

別見怯不花のほかに 「別□」 として考えられる人物には、以下の2名 が挙げられる。一人

目は、康里出身の別不花 とい う人物で、阿沙不花(1263-1309)や その弟の亦納脱脱(康 里脱

脱)(1272-1327)の 異母兄弟である和者吉の子にあたる。康里一族の系統を記 した黄酒撰 「勅

賜康里氏先笙碑」には 「別不花、嶺北行省平章政事」 とみえ、「別」字が…致 し、平章政事

の在職時期が近似す ることか ら、同一人物である可能性を指摘することができる11。もう一

(1345)に 嶺北地域に赴いたとして、本紀に依拠して年次を訂旦Eしている(『 蒙兀見史記』巻127・ 別見怯不花

伝)。 以上を考慮し、本稿では 『蒙兀見史記』の年次にしたがった。本稿で対象とした時期(至 正6年 前後)

に限ってみても両者の記載には食い違いがみられることから、 『元史』別見怯不花伝の内容は、本紀や 『蒙兀

見史記』など他の史料とあわせて検討する必要がある。

9至 正5年(1345)に 派遣 された奉使の一団に別児怯不花の名前はなく
、嶺北地域 もまた奉使宣撫の査察地域

として明記されていない(『元史』巻41・ 順帝本紀4・ 至正5年10.月 辛酉の条)。ただし、元代の奉使宣撫制度

を総合的に考察した李治安2003は 、『元史』別見怯不花伝の記述から、別見怯不花を至正5年 の奉使ととらえ、

モンゴル高原に派遣される使臣が、譜代の功労者の子孫で、かつ北方の風上に通じ、典礼故実にも熟知した人

物であったとする(李 治安2003、P.551)。 本稿では、『蒙兀見史記』別見怯不花伝、李治安2003を ふまえ、別

見怯不花は至正5年 の奉使宣撫に関連して嶺北 帯 を巡行 し、「洗冤除弊」を行なったものと判断する。

10『 蒙兀見史記』の別見怯不花伝にも、 「是に於いて、別見怯不花、宰執を以て躬ら沙漠を渉る」と記されて

お り、別児怯不花は中書左丞相の立場で嶺北地域に赴いたとみなすのが妥当であろう。帰朝後は、飢饅に瀕し

た流民や貧民に対する救済事業に努め、至正7年(1347)iE月 には中書右丞相へと進んでいる(『元史』巻140・

別児怯不花伝、『蒙兀見史記』巻127・ 別見怯不花伝)。別児怯不花の滞在期間や帰朝後の動向をとってみても、

丙戌年(至 正6年 ・1346)に 嶺北行省平章政事であった司▲能性は低い。

11『金華黄先生文集』巻28・ 勅賜康里氏先埜碑

忠烈 ・忠献両王異母兄之子孫惟榮、忠武下之 子燕不憐 ・燕八思提 ・別不花 ・伯撒里爲最顯。燕不憐卒官

遼陽行省平章政事 ・太保 ・興國公、贈推誠敷節佐運栩亮功臣 ・太師 ・開府儀同三司 ・上柱國、追封興寧

王、論忠裏。燕八思提、大司農 別不花、嶺北行省平章政事。伯撒里、由御史大夫累遷江漸行省左丞相。

鯨皆至大官、莫得而琿紀也。

(四部叢刊本による)
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人は、至正戊子年(至 正8年 ・1348)立 石 「嶺北省右丞郎 中総管収粗記」(以 下、「収根記」

と略称)漢 文面第7行 目にみえる 「上相光禄大夫平章政事」で、同碑では軍糧調達を監督 し

た嶺北行省 の高官 としてその名が挙がる。碑石の磨滅によって以下につづ く人名を判読でき

ないが、「収狼記」の内容 と立石の年代から本碑の 「別 □」、あるいは別不花 との関係を想定

することができる。

ただ し、本碑の内容が断片的であ り、上記史料からはこれ以上 「別□」との接点を確認す

ることができない。本稿では、新たな候補 として別不花が挙げられること、そ して本碑 と 「収

粗記」 との関係 を指摘するにとどめておきたい。

04ロ:Atlas拓 影 では確認 で きない。『和録』 は明記せず。98年 拓本 では文字 の形跡 が残 るが

判別 しに くい。

05聖 誕 元正:聖 誕は皇帝の誕生 日をいい、元代では 「天寿聖節」(天 寿節、聖誕節、聖節

など呼称はさまざま)と 呼ばれた。当時は順帝 トゴン ・テムルの治世にあた り、4月17日

に生誕の慶事が催 された。元正は正月一 日。

皇帝の誕生 日や正月一 日には、宮廷では慶賀儀礼が執 り行なわれ、精進を用いた宴会や芸

能など関連催事 もあわせて行なわれた。このよ うな慶賀儀礼は至元8年(1271)に 制定 され、

同年8月 のクビライの誕生 日(8月23日)に はじめて用い られた。皇帝の誕生 日を 「天寿

聖節」と呼ぶのもこのときにはじまる。朝議制定の経緯やその内容については、『元史』巻

67・ 礼楽1・ 「礼楽志序文」、同 「制朝儀始末」、同 「元正受朝儀」に詳 しく、両 日の慶賀儀i

式に用いる儀i礼は同じものとされている。

給繰:「 紺」 と 「rr.,」は ともに彩 られた絹の こと。聖節や年節の装飾 に彩絹を用いること

は一般的であるが、「紺練」の語を使用 して慶事の飾 りつけを伝える表現はあま り例をみな

い。用例 としては、『東京夢華録」巻6・ 元宵の条に、「自燈山至宣徳門楼横大街、約百余丈、

用棘刺園邊、謂之棘盆。内設両長竿、高数十丈、以細練結束、紙糊百戯人物、懸於竿上、風

動宛若飛仙。」 とあ り、元宵の日(1月15日)に 、棘盆内の2本 の長竿に彩絹を束ねて結

びつけ、張子の百伎人形 を吊るし懸ける様子が伝 えられ る。ただ し、同書では彩絹を用いて

飾 りつけることを一般に 「結練」・「結采」と表現 してお り、宮 中や民間の年中行事を伝 える

諸史料にも 「紺練」の語を用いた記述例は見出せない。
一方

、官吏による儀礼費用の不当な徴収は しば しば問題 にされたよ うである。たとえば、

『元史』巻10・ 世祖本紀7・ 至元16年8月 庚寅の条には 「以毎歳聖誕節及元辰 日禮儀費用、

皆敏之民、詔天下罷之」 とあって、聖誕節 と元辰 日(元 旦)の 儀礼費用(銭 物)の 徴収が禁

じられたほか、『元典章』礼部巻1・ 典章28・ 礼制1・ 朝賀 ・礼儀社直の条にも同様の記述

がみ られ る(「元代の法制」研究班2007、PP.150-154参 照)。 本碑でも吏卒(小 役人)の 不当

な徴収(吏 卒重科)が 問題にされてお り、5～7行 目では、聖節や正月の装飾にかかる民間

の負担を軽減す るために、彩絹を用いる代わ りに板 に描いて対処 したことが記 されている。

この碑 は、 至正8年(1348)に 、 亦納 脱脱(康 里脱 脱)の 第4子 で 当時 大 司農 で あ った達 世 貼睦 遽(?-1364)

の 求 めに よ って 撰 述 され た 経緯 を もつ こ とか ら、別 不 花 は 至 正8年 の時 点 で嶺 北行 省 平 章政 事 で あ った こ とに

な る。

(

、



06圖 口=Atlas拓 影で は確認で きない。 『和録』 は明記せず。98年 拓本か ら 「二甚」 と判 断 し、

その下に文字の形跡を確認できるため 「□」を置いた。

07節 用愛人:『 和録』は 「愛」宇の次の文字を 「人」 とす る。Atlas拓 影では確認できなかっ

たが、98年 拓本では、はっきりと読むことができる(【 中村報告2002】)。

なお、「節用愛人」は、『論語』学而篇に 「子日、道千乗之国、敬事而信、節用而愛人、使

民以時」とみえ、何婁の集解では 「包 日、節用不奢イ多、国以民為本、故愛養之」と注される。

大国の政治を治めるには、政務を丁寧に行 なって 〔民に〕信頼をあたえ、費用 を節約 して民

を愛 しみ、〔農務を妨げないよう〕時期 をはかって民を使役す る意。 ここでは、慶事に用い

る装飾の倹約(公 適誠有司給板以易之)が この 「節用而愛人」の態度にあてはまり、人々の

負担が取 り除かれたことをふまえているのだろ う。

08以=『 和捌 は 「省」字 の次 の文 字 を 「以 」 とす る。Atlas拓 影 では確認 で きなかったが、

98年 拓本 でははっ き り読む ことがで きる(【 中村報告2002】)。

09前 脩:「 前脩」は 『楚辞』離騒に 「審吾法夫前脩分、非 世俗之所服」 とみえるほか、同篇

に散見 され る。古注では 「前世遠賢」、 「前賢」、 「前世脩名之人(脩 名:立 派な名声)」

などの注釈が付 されてお り、 『楚辞』離騒 にみえる 「前脩」は、 「霊脩」の語 と同様に、古

い時代の優れた人物を指す語 として用いられたものと思われる。本碑では、公(別 口)の 行

ないや態度を称揚 して 「前脩」の語をあてたのだろ う。

伯述=「 題名残碑B」12の1～2行 ・第4列 目に 「北行省参知政事李伯述」 とある。『和録』

は本碑 「伯述」をこの 「李伯述」 とし、本碑に記 された年次に基づいて 「題名残碑B」 を順

帝 トゴン ・テムル 中葉期のものと考えている(『和録 』27b)。松井1999や 『和録』では、「伯

述」 とい う表記は本碑 と 「題名残碑B」 に しか認められないが、碑文の内容か らは本碑 との

接点を見出すことは難 しく、二人が同一人物かどうかも不明である。以下に、1998年 の調査

で採取 された拓本に基づ く 「題名残碑B」 の録文を掲げてお く。

行/列

of

O2

題 名 残 碑B(Atlas,pl.XLIX.2)

1列2列

頼

出 政事咬再

3列

北行省左丞

木八刺沙

4列

北行省参知

政事李伯述

12Atlas
,pl.XLIX-1,2、 『和録 』31b-33aに それ ぞ れ採 録 され る。Atlasは 碑 石2点 の拓影 をそ れ ぞれ 掲 載す るが、

『和録 』 は それ らを あわせ て14行7列 の碑 文 断 片 と判 断 し、 「題名 残 碑 」 と表題 をつ け て移 録 す る。1998年 の

調 査 に よ り、 二つ の碑 石 は 、 ゴルバ ン ・ゾ.___の中央 門 階段 の 北石 柱(Atlas,pl.XLD(-1)、 同 中 央 門階 段 の南石 柱

(Atlas,pl.xLlx-2)と して 再利 用 され て い た こ とが確認 され 、拓本 が採 取 され てい る。碑 文 の 字体 や碑 石 の発 現

場 所 もふ ま える と、『和録 』 が指 摘 す る とお り、 も とは一 つ の碑石 で あ っ た と推 測 され る。 た だ し、 本稿 で は、

便 宜 上Atlasに 倣 って 「題 名 残碑 」 を 二つ の碑 石 と して扱 い、Atlas,pLXLrX-1を 「題 名 残碑A」 、Atlas,pl.XLD(-2

を 「題 名 残碑B」 と区別 して表 記す る。 なお 、 語 註09に 掲 載 して い る 「題 名残 碑B」 の録 文 も、本 稿 の凡 例 に

した が っ て作成 して い る。
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3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

口 榮禄大夫嶺

焉 北行省平章

理 政事倉赤

題 銀青榮禄大

久 夫嶺北行省平

敦 章政事蛮子

至 光禄大夫嶺

北 北省平章政

記 事蛮子

.月二 十 八 日 建

榮禄大夫嶺

北行省左丞

塔海鐡穆爾

鰭 大夫圏'3

丞阿忽刺

中奉大夫丁元

中奉大夫口口

中奉大夫口口口

中奉大夫参知

政事白守忠

恐=Atlas拓 影 で は確認 で きない。『和録』 は明記せ ず。r述 」字 の次 の文字 が 「恐 」で ある

こ とは 、98年 拓本 では じめて確認 で きた(【 中村報告2002】)。

10鳴=Atlas拓 影 では確認 できない。『和録 』は明記せ ず。 「石 」字 の次の文字 が 「鳴」で ある

ことは 、98年 拓 本で は じめて確 認 できた(【 中村 報告2002】)。 なお 、 「鳴 」字の次 の文字 は

裁 断 され て確認 で きないが、文意 か ら考 えて 「呼」や 「乎」 が続い た もの と思 われ る。

11こ の行は 『和録』には明記 されていない。裁断されて判読できないが、98年 拓本で文字の

形跡 を確認できるため 「□」を置いた。

【碑 陰 】

01成 剛:「 題名残 碑A」(『 和録』31a-31b、Atlas,pl.XLIX-1)7行 目に 「承徳 郎成剛」とあ るが、

同一人物 か どうか は不 明。

02程 團:松 井1999は 「程充」 と読 むが 、98年 拓本で は 「恩 」 にみ え る。

03呉 園 麺:「 龍 」字 は 「能」 に もみ える。

ロ=馬 か 。

2-5.現 代 日本語 訳

ofQQQQQooQoQQQQQ...

02制 、辺境 の将帥 を統率 し、敵襲 を く じき侮 りを防 ぐ武 臣の風 格 あ り。周 辺地域 をおそれ さ

せ 、[国 内]を や す らかに し...

03か く してやす らいだ。丙 戌(至 正6年 ・1346)の 秋 、光禄 大夫 ・大 司農 の別 □ は、...

04平 章政事 とな り、みず か ら倹約 を実施 して嶺北地域 を保 ん じ治 め、.

13[司:6行 目 ・3列 目 「資 善大 夫」 の 次 の文 字 に つ いて 『和 録』 は 「左 」 とす るが
、Atlas拓 影 お よび98年 拓

本 で は 「右 」 にみ え る。
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05皇 帝 の誕 生 日や 正.月一 日には、役人 たちは彩 りあざやか な絹 をあっ めて

06宮 城 の装飾 と した。 風や雪 に よって色変わ りすれば、 吏卒(小 役人)は 負 担 を加 え、人 び

とは[と て も]口...

07公(別 口)は 、そ こで役人 た ちを誠 め、板 に描いて絹装飾 に代用 した。 〔この よ うに〕 費

用 を節約 して人び とを愛 しみ、...

08改 め導 くこ と、か くの ご とき人物 は、じつ に公(別 口)が 最初 であ る。惜 しい ことに、 〔嶺

北等処行 中書〕省 が立て られ_

09名 はいまだ によ く知 られては いない。ひ ろ く公(別 口)の 行 ないや 人柄 を考 え、 〔それが〕

ほろび(忘 れ さられ)な い よ うにす る。伯述 は、...

10そ して 〔公(別 □)の 事績 が〕伝 わ らない ことを心配す る。謹 んで 、心を一つ に協力 した

人 々の名 を順 に連 ね、 これ らを石 に刻む。 鳴 〔呼〕...

11口 口口 口口[コロロロロロ ロロロ...

むすびにかえて

本稿では、あらためて 「大司農保螢朔方記」の録文の作成 と釈読を行ない、碑陰を新たに移

録す ることができた。 また、本碑の主人公 に関 して、『和録』の挙げた別見怯不花以外に、新

たに2名 の候補者 を提示することができた。

この うち…人は、嶺北行省平章政事の在職期間 と本碑の 「別」字か ら、別不花 と考えられ る。

康里一族が大司農を歴任す る傾向にあることからも、別不花が平章政事 と大司農の職を兼任す

ることは十分に想定できる。も う一人は、 「収根記」漢文面第7行 目みえる 「上相光禄大夫平

章政事」たる人物で、後続の人名 は判読不能であるものの、本碑にみえる年次と 「収粗記」立

石年 との関係か ら可能性 を指摘することができる。 さらに、本碑の人物像をふまえると、「別

口」が至正7年(1347)に 実施 された嶺北行省の軍糧調達に関与 したことも想定されることか

ら、本碑 と 「収粗記」 との関係 についても考慮する必要がある。 しかし、原碑が裁断 されて碑

文の全容 を把握できない以上、該 当人物に関する判断は慎重 にならざるをえない。

すでに報告 されているとお り、ビチェース ・プロジェク トで再確認 された漢文碑文は、14世

紀半ばの嶺北行省統治の一端 を伝 える史料である。嶺北行省の実態については、基本史料 とな

る 『元史』にはほとんど記 されてお らず、その意味でこれ ら碑文のもつ史料的価値は高い。エ

ルデニ ・ゾー碑文をは じめとす る諸資料の分析 ・研究を進めることで、嶺北行省の実態をより

具体的に示す ことが可能になるであろう。14世 紀以降の元朝政府による嶺北経営を裏づける う

えでも、今後の新たな碑石断片の発規に期待 したい。
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